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1. はじめに 

我が国では、平成 23 年の東日本大震災や平成 28 年熊本

地震といった地震災害に加えて、平成 25 年台風 26 号によ

る伊豆大島土砂災害、平成 26 年 8 月豪雨による広島土砂

災害といった土砂災害、平成 25 年台風 18 号による京都府

の内水・外水氾濫、平成 27 年 9 月関東・東北豪雨による

常総市の外水氾濫といった風水害も発生している。様々な

種類の災害が発生し、その頻度や被害程度は高まっている。

ひとたび災害が発生すると、その被害規模に応じて、緊

急・応急・復旧期を支援する災害救助法や、復旧・復興期

を支援する生活再建支援法が適用され、被災地の支援が進

められる。 

著者らは、平成 16 年の中越地震以降、効果的な被災者

生活再建支援の実現を目指して、被災者台帳を用いた被災

者生活再建支援システムの設計・開発・実装を推進してき

た。平成 19 年に発生した中越沖地震では、被災地であっ

た柏崎市において地図を活用した罹災証明発行システム[1]、

ならびに、各生活再建支援業務を管理するシステムを設

計・開発し、「取り残しのない被災者生活再建支援」を実

現した[2]。平成 23 年に発生した東日本大震災では、プラ

イベート・クラウド型にシステムを展開した。本事例では、

岩手県庁内にサーバを設置し、被災市町村から職員自身の

端末でウェブブラウザからアクセスすることで各機能を利

活用できるよう環境整備を行い、7 市町村での実装を実現

した[3]。他にも、土砂災害・風水害に対応するために、平

成 25 年の伊豆大島の土砂災害、同年の京都市・福知山市

の水害においても実装を重ねた。 

このような大規模な災害では、被災者生活再建支援シス

テムを実装してきた一方で、小規模災害での実装例は少な

い。また、地震・津波災害、土砂災害、風水害には、それ

ぞれに災害特有の課題があり、システム機能の拡充によっ

て解決してきた経緯がある。すなわち、他の種別の災害に

おいては、実装例がないために、十分な知見を備えていな

いと考えられる。 

平成 28 年 12 月には、糸魚川市で延焼火災が発生した。

本災害は、糸魚川市駅北大火と呼ばれる。これは、火災と

いう新しい災害に対して、システムのみならず、被災者生

活再建支援にかかる業務運用も含めて課題および教訓を得

る必要があると考えた。そこで、本研究では、既往研究で

実装を進めた「被災者生活再建支援システム」を、糸魚川

市駅北大火に実装することで、その有用性を検証するとと

もに、課題の同定と考察を行う。 

2. 被災者生活再建支援システム 

著者らの研究チームでは、過去災害の教訓をもとに、被

災者生活再建支援システムを設計・開発した。本システム

では、効果的な被災者生活再建支援の実現を目指し、被災

者台帳を基盤としている。被災者台帳に記録される情報は、

被災者の生活再建過程および行政の支援業務実施状況であ

る。被災者に様々な支援を提供するには、罹災証明書を発

行する必要があり、この証明書には各被災者の居宅および

所有物件の被災程度が記載される。そのため、災害発生後

に「建物被害認定調査」を実施し、１棟ごとの被災程度を

判定しなければならない。図 1 に全体の業務の流れを記す。 

 

図 1 被災者生活再建支援にかかる業務全体の流れ 

 

本システムでは、この調査から、その結果のデジタルデー

タ化、罹災証明書発行業務を含めて支援するとともに、そ

の後の様々な支援業務にかかる対応結果が一元的な台帳と

して管理される。その過程において、過去災害において発

生した課題に対して、情報システムおよび対応体制の観点

から、解決策の検討を重ね、それらを 1 つの仕組みとして

とりまとめることで、システム化を実現している。課題お

よび解決策は多岐にわたるが、以下に例を記載する。 

1) 建物被害認定調査 

課題は、短期で調査を実施する必要がある一方で、大量

の家屋を調査しなければならず、十分な調査員を確保でき

ないことである。これに対して、調査員として身につける

べき知識・ポイントを短気で教育するためのトレーニング

プログラムおよび調査判定の質を均一化するための調査票

の開発を実現している。 

2) 調査結果のデジタルデータ化 

課題は、調査を大量に実施するため、その調査結果が

日々蓄積されるものの、調査結果は調査票に記載された手

書きのデータであり、その後の罹災証明発行のためのデジ
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タルデータとなっていないことである。この課題に対して、

調査票内に QRコードを付記するとともに、OCR技術を援

用し、調査票に記入された情報をスキャナで読み込み、デ

ジタルデータ化するツールの開発を実現している。 

3) 罹災証明書発行 

 課題は、人・家屋・調査結果の 3 種類のデータを関連づ

ける必要があるものの、共通キーが存在しないこと、さら

には、多くの被災者に対して、その生活実態に合わせて迅

速かつ公平・公正に証明書を発行しなければならないが、

対応する行政側に被災者の生活実態を把握する情報がない

ことである。これに対して、本システムでは、各種データ

の空間的位相関係に基づき、人・家屋・調査結果を関連づ

ける手法（GeoWrap[4]）を適用するとともに、被災者との

対面式の証明書発行とすることで、生活実態に合わせた確

実な罹災証明発行を可能としている。 

4) 各種の生活再建支援 

 課題は、生活再建支援制度は多岐にわたるとともに、

災害ごとに新しい支援が展開されることがあるため、事前

に各業務を支援する専用システムを設計できないことであ

る。くわえて、被災者生活再建は、行政が公的に提供可能

な支援施策を、被災者の再建事情に応じて適切に組み合わ

せ、最も納得のいく生活再建を実現することが目的となり、

一律の制度適用だけでは不十分であることが課題となる。

これに対して、本システムでは「業務登録」という過程を

経て、行政職員が自由に業務と、業務遂行上で管理する情

報項目を設定することで、いかなる業務においても情報管

理ができるよう設計・開発している。これらは一元的な台

帳として統合された形で管理され、各部局がそれぞれに業

務を遂行したとしても、被災者個人／世帯単位で再建支援

の状況を一覧的に抽出することを可能としている。 

 

これらの 4 つの解決策に加えて、各業務を効果的に運用

するための業務管理（マネジメント）を含めた 5 つのコン

ポーネントから、被災者生活再建支援システムは構成され

ている（図 2）。この業務管理は、空間設計や体制整備、

業務マニュアル、役割分担の明確化等を実現するための項

目である。過去災害の事例をもとに、プロジェクトマネジ

メントの枠組みに基づいて、業務運用に必要な要素を規定

している。この被災者生活再建支援システムは、既往研究

で設計・開発され、様々な実装例を有しているものの、火

災に対しての実装は、未だ実現できていない。そのため、

火災特有の課題に対して、システム機能・業務運用体制で

解決できるかについては、新しい挑戦となる。 

 

図 2 被災者生活再建支援システムを構成する 5つの要素 

 

3. 糸魚川市駅北大火へのシステム実装 

3.1 平成 28 年糸魚川市駅北大火の概要 

平成 28年 12月 22日の午前 10時 20分頃、ある 1棟の建

物から火災が発生した。当時、フェーン現象で乾燥した南

からの強風が影響し、火災発生地点から約 300 メートル先

の日本海沿岸までのエリアまで延焼する火災へと発展した。

この結果、約 40,000平方メートルが焼失した。糸魚川市の

報告によれば、全焼 120 棟、半焼 5 棟、部分焼 22 棟の家

屋焼損被害が発生するとともに、消防団員 15 名を含め、

17名が負傷した。被災者は 145世帯 260人、55事業所にの

ぼった[5]。内閣府では、本延焼火災は、強風による影響が

大きく、災害として認定し、災害救助法および被災者生活

再建支援法を適用した。[6][7] 

新潟県では、本災害の発生より前から、著者らとともに、

標準的な被災者生活再建支援業務を解明することと、それ

にあわせた効果的なシステム導入を実現することを目的と

して、ワーキングを立ち上げ、継続的に検討を重ねた。そ

の結果は「大規模災害時における被災者生活再建支援業務

の実施体制に関するガイドライン[8]」として、とりまとめ

られている。本ガイドラインの策定にあたり、本研究で示

した「被災者生活再建支援システム」を試験的に導入し、

システムの概要ならびに搭載される機能について、理解を

深めてきた。試験的な導入に際しては、本ワーキングに参

画した新潟県下の市町村に対してアカウントを発行し、ク

ラウド型でシステムサービスを利用できるよう、環境整備

を行ってきた。 

糸魚川市駅北大火が発生した際、糸魚川市から新潟県を

通じて、著者らに対し、被災者生活再建支援システムを利

用したいとの要請があった。システムはクラウド型で、環

境が整備されていたこともあり、システムの早期立ち上げ

が実現し、要請に応える形となった。即時でアカウントを

発行するとともに、糸魚川市駅北大火を扱うために、災害

データベースを設定し、糸魚川市へのサービス提供を開始

した。 

 

3.2 家屋被害認定調査から罹災証明書発行まで 

前述のように、被災者生活再建支援システムは、建物被

害認定調査から利用が始まることが想定されている。しか

しながら、糸魚川市駅北大火では、その焼失範囲が限定的

であったこと、被害建物棟数が少ないこと、火災による被

害調査は消防署が管轄すること、等の理由により、本シス

テムの機能を利用する前段階で、すでに調査を終えていた。

そのため、本システムに対しては、その調査結果を入力す

ることとした。入力件数は、174 件であった。入力時には、

判定結果、家屋種別（住家・非住家）、位置情報が必要で

あった。糸魚川市では、火災発生後に現地調査を行うとと

もに、家屋課税台帳データを参照し、家屋種別ならびに場

所、判定結果（全焼、半焼、部分焼）を地図上で整理して

いた。このデータを元に、本システムに登録を行った。 

一方で、全焼を全壊として読み替えることは可能である

ものの、半焼を内閣府の基準である半壊もしくは大規模半

壊のいずれとするかについて課題があった。現地調査を行

っている自治体職員ならびに著者らの研究チーム内の建物

被害認定調査の専門家を含めた協議を行い、振り分けを行
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った。その結果、調査結果を登録する時点では、全壊 156

棟、大規模半壊 2 棟、半壊 3 棟、一部損壊 15 棟、となっ

た。この登録された調査結果に基づいて、罹災証明書発行

の業務が進められた。 

罹災証明発行においては、災害発生から 1 ヶ月後である

平成 29年 1月 22日に開始された。市役所 1階に位置する

市民ホールを発行会場とし、集中発行形式で、被災者へ罹

災証明書を発行することとなった。発行開始前日には、会

場設営を行い、窓口の開設と、発行端末ならびにプリンタ

の調達・設置、ネットワークの導通確認等を行った。本災

害では、約 200 世帯が発行対象であると想定され、その量

に応じた空間設計ならびに資機材配置となった。 

1月 22日から開始された罹災証明書発行業務は、図 3に

示すように、会場内において糸魚川市職員のみならず、新

潟県からの応援も含めた協働体制での運用となった。また、

罹災証明発行窓口では、被災者の生活実態を聞き取りなが

ら、着実な罹災証明発行が進められた。（図 4） 

 

図 3 罹災証明発行会場の様子 

 

図 4 住民と向き合って罹災証明書を発行 

 

 

各日における判定結果別の罹災証明発行件数の推移を図

5 に示す。発行の最初の 2 日間に多くの被災者が訪れ、発

行業務が進められた。3 日目からは減少傾向となった。そ

の後、2月 10日には、○○という  の影響を受けて、開

始当初を上回る被災者が罹災証明発行を求めた。 

 

図 5 各判定結果における罹災証明発行件数の日別推移 

 

 

この発行期間内において、システムは安定的に稼働し、

データに基づき、着実に罹災証明発行が進められるととも

に、被災者台帳において「誰が、どこで、どのような被害

を受けたか」が、確実に記録された。この情報は、その後

の被災者生活再建支援において、支援対象の有無を判断す

る上での基礎データとなる。これらが着実に記録されたこ

とで、糸魚川市では「取り残しのない被災者生活再建支

援」を実現するとともに、被災者の実態にあわせた「納得

のいく被災者生活再建支援」を推進することとなった。 

 

3.3 被災者生活再建支援業務の記録 

糸魚川市では、被災者生活再建支援法の適用により、被

災者生活再建支援金の受付・処理業務が発生した。一方で、

義援金に代表される見舞金にくわえて、被災者の状況を多

面的に把握するために、各種の相談対応を実施した。これ

らの情報は、一元的な被災者台帳において管理することで、

被災者の再建実態を包括的に把握することができる。糸魚

川市の職員も、本件に理解を示し、被災者台帳を活用して、

各部局が保有するデータを集約し、被災者生活再建支援シ

ステムに登録することとした。 

被災者生活再建支援システムでは、いかなる業務であっ

ても、業務名、支援対象となる 1 件管理の単位、業務遂行

上で必要となる情報項目を指定すれば、「新規業務登録」

という手順を経て、システムで情報を管理することができ

る。また、本システム以外で作成したデータであっても、

エクセル形式で保存していれば、システムに読み込み、一

括で登録することが可能となっている。これは、自治体職

員が管理するデータの多くは、エクセル形式のデータとな

っているためである。 

糸魚川市においても、前述の相談対応の記録はエクセル

で管理されていた。本システムは、罹災証明発行を通して、

被災者の基本情報が確定されるため、台帳からの被災者検

索および対応の記録は、その発行業務の後での操作として

設計されている。相談対応業務は、罹災証明書の有無に依

らず進められるため、先行して実施された。そのため、本

システムとは別に管理されたエクセルファイルが存在し、

それらを読み込ませて一元管理する運びとなった。これら

の業務運用においては、罹災証明発行を担当する市民課と、

被災者生活再建支援金や義援金を担当する福祉事務所が協

働してデータ収集および整理・加工、登録を実施した。 
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表 1 各種支援業務におけるシステム活用の実態 

（平成 29年 5月 27日時点） 

 

担当職員の運用により、表 1 に示すように、被災者生活

再建支援システムには様々な業務が登録され、データ管理

が進められた。表 1 では、具体的な業務名に対して、各業

務の内容に応じてカテゴリを付記している。 

本事例の業務登録状況を、過去災害と比較すると、支援

金、義援金、税減免、支援サービスは、過去の災害でも登

録実績のある業務であり、差は見られない。一方で、相談

対応についても、過去に一部で見られたものではあるが、

相談内容に応じて詳細に分類し、業務登録した事例は少な

く、本事例の特徴であるといえる。また、被災者属性、建

物被災状況を業務として登録していた。これは、被災者台

帳が管理する被災者の基本情報に対して、被災者生活再建

支援を進める上で、追加的に必要となった情報を、業務デ

ータという扱いを通して、個人／世帯単位で個票から確認

できるようにしたものである。くわえて、火災特有の焼損

状況である「全焼／半焼／部分焼」においても、生活再建

支援を進める上での基礎情報となることから、これらの情

報を同様に管理したものであると考えられる。 

このように、地震災害や風水害のような自然災害に対応

するべく設計・開発されてきた被災者生活再建支援システ

ムであったが、実務者の弾力的運用によって、糸魚川市駅

北大火においても実装が実現された。いかなる災害に対し

ても、標準的な被災者生活再建支援システムとして運用が

実現されるためには、機能拡充や災害種別に応じた情報管

理など、改修すべき点が課題として表出化した一方で、運

用体制を強化することで、システムを活用した被災者生活

再建支援が進められることが検証されたといえる。 

 

4. おわりに 

本研究では、著者らが既往研究の中で設計・開発した被

災者生活再建支援システムを、糸魚川市駅北大火の発生を

受け、この災害を事例として、実装可能性を検証した。地

震・風水害・土砂災害を対象として、システム整備・機能

拡充を進めてきた被災者生活再建支援システムであったが、

延焼火災という事象に対しても、一部の実務者による弾力

的運用は必要になるものの、実装可能であることが明らか

となった。一方で、火災特有の課題も発生し、今後のシス

テム機能拡充において解決する必要があった。 

近い将来、首都直下地震の発生が危惧されている。地震

による家屋倒壊やライフライン途絶のみならず、木造住宅

密集地域における延焼火災も想定される。すなわち、複合

災害が発生し、多くの被災者が生活再建を進める必要があ

るといえる。この状況をふまえて、被災者生活再建支援シ

ステムのマルチハザード対応への改修と、1 災害を起因と

して派生的に発生するハザードの総合的な管理についても

検討を重ね、本災害を乗り越えることを目指す。そのため

にも、今後、我が国で発生する様々な災害に対して実装を

重ね、現場で発生する課題の同定と解決策の検討を継続す

ることとする。 
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